








































































































































































































































 117

創造活動を展開させることを目的とした教育活動を支援するために、次のよ

うな具体的活動を提案したい。 

 

『利用を規制する著作権学習』から『積極的に利用する著作権教育』へ 

   ・教育環境の充実  

① 教員対象の知的財産権の講義等の充実とともに、児童･生徒と

教員の双方が参加する体験型の著作権教育の実施 

② 教育関係者の中心窓口の設置。 

＊現在、教育関係者の声を取りまとめたり、権利者との交渉に立

つ中心的な組織は存在しないと言ってよい。各都道府県教育委

員会の中にでも、「知的財産権」の利用についての問題を専門

に扱う中心的役割を担う組織の設置が急務であると考える。 

   ・教育現場と権利者団体との連携支援 

① 教育目的、学習目的に限定した使用許諾料、申請スキームの

作成。 

② 簡便な申請と迅速な許諾のためのスキーム。 

③ 著作物利用についての権利者団体(権利者)、教育関係者（利

用者）との定期的な話し合い。 

＊ 一部権利者団体の中には、学校教育あるいは学校での著

作物利用についての規定を設けているところもあるが、多く

は個別交渉をしなければならない。現場の教員にはそのよ

うな時間的な余裕も、高額な使用料を払う経済的余裕もな

い。そこで、より簡単で早い申請スキームについて検討すべ

きではないだろうか。申請スキームの利用のしやすさは、著

作物の積極的利用を促すことにもつながると思われる。 

＊ このスキームの開発はシステムの構築と言うことではなく、既

存のシステムを利用しながら、利用者-権利者間での交渉

の一環として検討されるべきである。 

   ・実用的なガイドライン、ヘルプデスクの創設支援 

   教育現場が求めているのは、専門知識を自らが身につけることで

はなく、迷ったときに質問できる専門家の存在である。各権利者団

体にはそのような窓口は存在するが、すべての教員が権利者団体

に問い合わせをすることは非現実的であるし、教員の使用する著

作物は多岐にわたるため、ひとつの権利者団体に問い合わせるだ

けでは回答にたどり着かない可能性が高い。そこで、教育現場に

おける著作物利用全般について対応する専門のヘルプデスクを




































































